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【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含

んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適

時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。

また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要がありま

す。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する必要があり

ます。 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）

第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者

をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項

若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34

において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は

欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がそ

の取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではあ

りません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用

いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融

商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいて

は、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する

有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviser

を選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上

場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームペ

ージ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項

若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含み

ますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その

他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 

第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２【企業の概況】 

 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次  第36期 第37期 第38期 

決算年月  2023年12月 2024年12月 2025年12月 

売上高 (千円) 153,764 172,787 176,504 

経常利益又は経常損失（△） (千円) △3,308 19,962 390 

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) △16,315 20,766 3,346 

資本金 (千円) 20,000  25,054  47,374 

発行済株式総数 （株） 80,000  180,000  198,000 

純資産額 (千円) △22,885 2,934 50,920 

総資産額 (千円) 152,403 204,664 227,809 

１株当たり純資産額 (円) △286.07 16.30 257.18 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配当額) 
(円) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期

純損失（△） 
(円) △203.95 235.09 18.44 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) - - - 

自己資本比率 (％) △15.02 1.43 22.35 

自己資本利益率 (％) - 707.60 12.43 

株価収益率 (倍) - - 134 

配当性向 (％) - - - 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 5,974 5,774 1,128 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,572 △10,830 △1,650 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 20,300 27,470 18,104 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 74,260 96,673 114,255 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

21 

(4) 

20 

(5) 

22 

(7) 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当り当期純利益については、第36期は１株当たり当期純損失であり潜在株式が存在しないた
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め、第37期は潜在株式が存在するものの当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、第38期は潜

在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため記載しておりま

せん。 

４．第36期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

５．第36期及び第37期の株価収益率は、2025年10月17日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場したため、記載して

おりません。 

６．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。 

７．従業員数は就業人員であり、契約社員やパート人員については、年間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

８．特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第37期（2024年１月１日から

2024年12月31日まで）の財務諸表についてオリエント監査法人の監査を受けておりますが、第36期の財務諸表につ

いては、当該監査を受けておりません。 

また、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に基づき、第38期（2025年１月１日

から2025年12月31日まで）の財務諸表についてオリエント監査法人の監査を受けております。 

９．2025年７月16日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行いましたが、第36期の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）を算定しておりま

す。 
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２【沿革】 

当社は、1989年７月に総合建築業として長田良子が設立いたしました。その後、現在の代表取締役である長

田敏彦が 1995年に入社し専務取締役に就任しております。1999年９月に長田敏彦の学生時代に取得したイン

ターネットやプログラミング知識を元に新規事業としてインターネット事業に参入しインターネット事業部を

設立しました。 

事業部設立後、インターネット黎明期から散見されたインターネット通信販売サイトのポータルサイト運営

と広告収益により事業の拡大を図り、2003年２月には新社屋建設及び本社移転に伴い、インターネット事業へ

の業務一本化を行っております。また、これを機に 2003年２月に長田敏彦が代表取締役に就任しておりま

す。 

当社では、長年のインターネット事業で培ったノウハウによりビジネスモデル特許（「シンクロカゴ機能」

「バスケット QR機能」）を取得しており、決済サービスをはじめとした、数多くの他社サービスとの連携によ

る技術力を生かし、受託開発サービスを立ち上げ更なる事業の拡大を目指しております。 

 
年月 事項 

1989年７月 静岡県三島市に総合建築業を主な事業目的として会社設立（社名：株式会社ハンズ） 

1999年９月 インターネット事業部設立 

2000年９月 e-shopsネットショップランキング公開（ポータルサイト運営サービス） 

2003年２月 長田敏彦が代表取締役就任 

2003年２月 新社屋を建設し、静岡県駿東郡清水町に本社を移転 

2003年６月 
現在のe-shopsカートSとなるレンタルショッピングカートサービスの提供開始 

（SaaSサービスの開始） 

2005年９月 建設業は廃業しインターネット事業専業に移行 

2006年11月 シンクロカゴに関する特許を取得（特許3883135号） 

2014年８月 バスケットQRに関する特許を取得（特許5601645号） 

2014年９月 e-shops crayonサービスの提供開始 

2015年12月 受託開発サービス開始 

2023年２月 
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 プライバシーマーク（Pマーク）取得（登録番号

第19001402号） 

2024年12月 商号を株式会社ネクストハンズに変更 

2025年10月 東京証券取引所 TOKYO PRO Market に株式上場 
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３【事業の内容】 

当社は、「インターネットサービスと成長する喜びを、ともに。」を企業理念とし、事業開始当初よりイン

ターネットに関する多くの問題を解決し、より多くの店舗、事業者様、インターネットユーザーの皆様に喜

んでいただけるようなサービスを提供してまいりました。これからもインターネットを中心に IT 技術を生か

した革新的なサービスは数多く誕生し、より便利になっていくものと思われます。当社もその一翼を担える

ように技術力や企画力の向上、より丁寧なサポートを心がけて、便利なインターネット環境の世界に貢献し

てまいります。 

 

＜サービスの概要＞  

現在当社の事業は SaaS事業単独であり、その内訳は、①SaaSサービス、②ポータルサイト運営サービス、

③自社製品のカスタマイズ、自社製品以外の開発やホームページ作成を行う受託開発サービスの３つにサー

ビスが分類されます。なお、当社は、SaaS 事業の単一セグメントであるため、セグメントを構成するサービ

ス別に事業内容を記載いたします。 

 

サービス名称 主要サービス 

SaaSサービス レンタルショッピングカート：e-shopsカート S 

ホームページ作成アプリ：e-shops crayon 

レンタルサーバー：e-shops サーバー 

ポータルサイト運営サ

ービス 

ランキング型ショッピングモール：e-shops 

地域情報サイト：e-shops ローカル 

受託開発サービス システム開発（Webシステム・スマートフォンアプリ）、ホームページ作成 

 

① SaaSサービス 

 SaaS（サース）とは、「Software as a Service（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）」の略称で、ソフト

ウェアをインターネット経由で提供するサービス形態のことです。利用者がソフトウェアを自社で購入・イ

ンストールせず、クラウド上にあるアプリケーションをブラウザやスマートフォンなどで利用する事業モデ

ルです。 

 

 当社では、インターネット事業部設立以来、様々な SaaS サービスを提供してまいりました。主には

BtoBtoC（Business to Business to Consumer）サービスを中心とし、企業（B）を通じてその先にいる一般

消費者（C）に価値を届けるプラットフォーム構築を行い、多様な業種・業態に対応した SaaS 型ソリューシ

ョンを展開し、BtoBtoCモデルを通じた企業と消費者の架け橋として、付加価値の高いサービス提供しており

ます。 
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e-shopsカート Sはネットショップの運営や様々な事業シーンで利用可能なオンライン決済に必要な機能を

一式搭載したレンタルショッピングカートサービスです。2003年６月のサービス開始時より 20年以上が経過

し累計導入店舗・企業数は 1 万を超え、年間流通金額は約 100 億円程度です。毎月の機能アップデートを長

年繰り返しネットショップのような物販をベースにしたサービスから、役務や各種サービスにおいてもオン

ライン決済を可能とするサービスに機能拡張をしております。ご利用いただくショッピングカートは既存の

ホームページに買い物カゴを設置する方法や QR コードやメールなどに記載して決済 URL から決済画面に直接

誘導しオンライン決済をしていただく方法が選択可能です。 

また、ネットショップの普及に伴い、情報流出やサイバー攻撃など、ネットショップを標的にした不正ア

クセス被害が蔓延している現状で、定期的にセキュリティアップデートを繰り返し、対策をすすめ安全な決

済サービスの実現を目指しております。 

 

 

主な利用可能なシーン 

ネットショップ（物

販） 

「商品をカゴに入れる→決済する」という仕組みを自社 Webサイトへ導入す

ることができます。ホームページ自動作成がセットになった CMS 機能や QR

コードを読み込むだけで注文手続きページへ遷移できる仕組みもご用意し

ているため、まだ Webサイトがないショップ様でも簡単に導入できます。 

定期購入・サブスク 商品の定期的な注文や月謝のお支払い、利用サービスの継続課金など、「指

定間隔での自動注文・お支払い」にご利用可能です。 

学校教材販売 楽器や習字セット、裁縫道具などの学校教材販売をオンライン化します。

集金袋による現金回収ではなく、購入案内資料に記載した QR コードより購

入可能とします。全国で導入学校数は 2000 校を超え決済を利用した家庭数

も 35万家庭を超えております。 

 
 

イベント用チケット決

済 

セミナーや講習会などの企画イベントの申込みと決済を可能とします。チ

ケット購入者には入場用の QRコードが自動発行され、受付時にその QRコー

ドをスマホカメラで確認することで有効なチケットか判別する入場管理シ

ステムが利用可能です。 

会費徴収 スポーツクラブや習い事などの会費徴収をキャッシュレス化します。 

BtoB ECサイト お取引先だけが購入できるクローズドな BtoB サイトを簡単に構築できま

す。 
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社内販売 許可された社員のみが閲覧可能なサイトで、福利厚生・社内販売を行えま

す。社員登録（会員登録）の承認・拒否は管理画面から会社側で選択が可

能です。 

有料動画販売 レッスン動画を有料で公開したい方や、開催済みのセミナーを後から有料

で動画公開することが可能です。 購入者だけが動画を閲覧可能です。 

デジタルダウンロード

販売 

購入者のみがダウンロードできるデジタルダウンロード販売が可能です。 

デジタルコンテンツを購入した会員は、会員マイページからコンテンツを

ダウンロードすることができます。 

 

利用可能な決済方法 

 各決済代行会社とのシステム連携をすることで様々な決済が導入可能です。 

クレジットカード決済 国際 5ブランド全てに対応し、最新のセキュリティ「3Dセキュア 2.0」にも

対応。 

コンビニ決済（前払

い） 

全国の主要なコンビニエンスストアで 24 時間 365 日気軽に店頭で商品代金

のお支払いが可能です。 

後払い決済 商品受取後やサービス提供後にコンビニや口座振替などでお支払可能で

す。 

PayPay PayPayアプリがあれば決済可能です。 

Amazon pay Amazonアカウント登録情報にて決済可能です。 

携帯キャリア決済 毎月の携帯電話料金と合算して支払いが可能です。 

Paypal 世界中で利用されているオンライン決済サービスです。 

 

 

 
e-shops crayon は、スマートフォンひとつで簡単にホームページを作成・更新できるスマートフォン専用

アプリです。 

多くのホームページ作成サービスがパソコンの利用を前提としている中、Crayon はスマートフォンだけで

完結することを前提に設計されており、パソコン操作が不要です。 

時間に制約のある中小事業者の方でも、普段使い慣れたスマートフォンから、撮影した写真をそのまま掲

載したり、メモ感覚でコンテンツを更新したりと、直感的に操作できるのが特長です。 

これにより、ホームページの立ち上げにかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、日々の更新やメンテ

ナンスも簡単に行うことができます。 

さらに、EC 機能やネット予約機能も標準搭載しており、初期費用を抑えながら本格的な Web 展開が可能で

す。スモールスタートから始められる利便性と機能性が評価され、利用者は着実に拡大しています。 

サービス公開から 10 年が経過し、国内での累計スマートフォンアプリダウンロード数は 25 万件を突破、

利用ユーザー数も 16 万人を超えるまでに成長しており、多くの中小事業者や個人の方に選ばれるサービスと

なっています。 
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e-shopsサーバーはレンタルサーバーサービスです。企業サイトやネットショップサイトを運営するために

Webサイトの公開やメールの利用、データ保存などに必要なサーバーをインターネット経由で貸し出すサービ

スです。利用者は自社でサーバーを購入・管理することなく運用できます。 

 

② ポータルサイト運営サービス 

当社は、ネットショップ情報や地域情報を紹介するポータルサイトを運営しており、主に一般企業を対象

とした広告掲載事業を展開しています。 

これらのポータルサイトは、アドネットワークを通じた広告配信により収益を得るビジネスモデルで運営

されています。広告主は、当社が接続するアドネットワーク（例：Google 広告等）に出稿し、その広告が当

社のポータルサイトに表示されることで、当社は表示回数やクリック数に応じた広告収益を得ています。広

告掲載を希望する一般企業はアドネットワークに対して広告を発注し、その広告データが当社サイト上に掲

載されます。これにより、サイトを訪れるユーザーに対して広告が表示され、広告主の Web サイト等への誘

導が図られます。 

広告収益は、広告の表示回数やクリック数などに応じてアドネットワークから当社へ支払われる仕組みと

なっており、バナー広告やカテゴリ連動型広告など、複数の広告フォーマットに対応しています。 
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③ 受託開発サービス 

当社では、SaaS サービスの提供を通じて培ってきた独自の技術力、セキュリティ対策、データベース運用

ノウハウを活かし、お客様のビジネスニーズに最適なシステム開発を受託しております。経験豊富なエンジ

ニアによるチーム体制のもと、最新のテクノロジーを柔軟に取り入れた開発を行っており、快適かつ安定し

た運用を実現しています。 

特に、長年提供してきたレンタルショッピングカートシステムの運用実績を活かし、サブスクリプション

型決済など、高度な決済連動が必要な Webサービスの開発にも対応可能です。 

また、e-shopsカート Sを活用したネットショップの構築、事業者向けの決済サービスサイト、企業ホーム

ページの制作にも対応しており、要件定義から設計、開発、運用まで一貫した支援を通じて、お客様の課題

解決をサポートしております。 

 

以上の説明を事業系統図によって示すと次のようになります。 
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４【関係会社の状況】 

該当事項はございません。 

 

５【従業員の状況】 

（１）提出会社の状況 

 2025年12月31日現在   

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

22(7) 37.5 8.1 2,825 

（注）１．従業員数は就業人員であり、契約社員やパート人員については、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金及び契約社員やパートの賃金を含んでおります。 

３．当社は、SaaS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

（２）労働組合の状況 

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 

  



12 

 
 

第３【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当事業年度（2025年１月１日～2025年 12月 31日）における我が国経済は、コロナ禍からの回復基調が継

続し、個人消費や企業活動に一定の持ち直しが見られたものの、国際的な金利動向、資源・エネルギー価格

の変動、為替相場の影響などにより、先行き不透明な状況が続きました。 

また、世界的には、地政学的リスクの高まりや国際的な通商環境の変化を背景として、国際物流の混乱や

サプライチェーンの不安定化が懸念される状況が継続しており、これらの動向は、企業活動全般における不

確実性を高める要因となっております。 

 

こうした外部環境の変化は、調達コストや各種サービスコストの上昇要因となるほか、取引先企業におけ

る設備投資や IT 投資の判断にも影響を及ぼす可能性があり、事業環境に対する慎重な姿勢が継続しておりま

す。加えて、国内においては、慢性的な人手不足や人件費の上昇、既存システムの老朽化への対応といった

構造的課題が依然として存在し、企業経営を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。 

 

このような状況下において、業務効率化や省力化、非対面・オンライン対応へのニーズは引き続き高く、

初期導入負担が比較的低く、柔軟な運用が可能な SaaS 型サービスへの需要は底堅く推移いたしました。クラ

ウド環境を活用した業務改革は、外部環境の変動に対応する有効な手段として、その重要性を増しておりま

す。 

 

当社は、BtoBtoC モデルによる SaaS サービスの提供を通じて、顧客企業がその先のエンドユーザーに対し

て、より円滑で付加価値の高いサービスを提供できるよう支援してまいりました。当事業年度においては、

既存サービスの機能改善および安定性向上に継続的に取り組むとともに、営業・マーケティング体制の強化

を進め、顧客基盤の拡大およびサービス利用の定着化を図ってまいりました。 

 

その結果、売上高は 176,504 千円（前年度同期比 2.2％増）、営業利益 9,348 千円（前年度同期比 91.3％

増）、経常利益は 390千円（前年度同期比 98.0％減）、当期純利益は 3,346千円（前年度同期比 83.9％減）と

なりました。 

なお、当社は SaaS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。 

 

今後につきましては、引き続き外部環境の変化を注視しつつ、顧客ニーズを的確に捉えたプロダクト開発

およびサービス品質の向上に注力し、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は 114,255 千円（前事業年度に比

べ 17,582 千円増加）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は 1,128 千円（前期は 5,774 千円の獲得）となりました。これは主に税引

前当期純利益 390千円、減価償却費 3,669千円、売上債権の増加額 4,420千円、未払消費税等の増加額 4,216

千円、前払費用の増加額 5,207 千円、棚卸資産の減少額 5,167 千円、契約負債の減少額 4,309 千円があった
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ことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって使用した資金は 1,650 千円（前期は 10,830 千円の使用）となりました。これは有形固定

資産の取得による支出 1,650千円があったことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は 18,104 千円（前期は 27,470 千円の獲得）となりました。これは新株発

行による収入 44,640 千円があった一方で、長期借入金の返済による支出 26,536 千円があったことによるも

のであります。 

 

２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当社は、システムの開発・構築等に係るサービスの提供を行っているため、サービスの性格上、生産実績

という区分は適当でないため、記載しておりません。 

 

（２）受注状況 

当社は、システムの開発・構築等に係るサービスの提供を行っているため、サービスの性格上、受注実績

という区分は適当でないため、記載しておりません。 

 

（３）販売実績 

当事業年度の販売実績を示すと、次のとおりであります。なお、当社は SaaS 事業の単一セグメントである

ためサービス別に記載しております。 

サービスの名称 

38期事業年度 
（自 2025年1月1日 

至 2025年12月31日） 
（千円） 

前年同期比（％） 

SaaSサービス 155,191 104.8 

ポータルサイト運営サービス 1,922 23.6 

受託開発サービス 19,390 117.3 

合計 176,504 102.2 
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３【対処すべき課題】 

中長期的な会社の経営戦略を果たすため、当社は下記の課題に取り組んでまいります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

（１）人材の確保・育成 

当社が事業を展開するインターネット関連事業などの情報・通信産業は長年人材不足が深刻化しており、

持続的な成長を達成するためには積極的な人材確保の推進が不可欠な状況になっております。 

今までも、定期的な新卒社員の採用や即戦力となるキャリア採用についても採用活動を実施し、人材の充

足を進めてまいりました。 

今後は、採用後の研修制度の拡充を図り、社内で人材を育成する仕組みを設け、新たに、「採用促進と教育

体制の充実」の重点施策として、高卒求人や第二新卒を含む若手社員の採用についても拡充を進め、安定か

つ継続的な採用計画を策定してまいります。 

 

（２）技術進化への対応とサービス品質の維持・向上 

当社のインターネットサービス事業においては、技術の急速な進化やユーザーニーズの多様化への対応が

重要な課題です。競争力を維持・強化するため、AI やクラウド、セキュリティなど最新技術の動向を注視し

つつ、柔軟かつ迅速な開発体制の整備を進めております。また、安定したサービス提供を実現するため、品

質管理体制の強化、障害発生時の対応力向上、継続的な改善にも取り組んでいます。今後も信頼性と利便性

を兼ね備えたサービスの提供を通じ、持続的な成長を目指してまいります。 

 

（３）セキュリティ対策の強化による信頼性の向上 

当社が提供する決済画面では、不正アクセスやクレジットマスター攻撃（無作為生成されたカード番号に

よる不正決済）への対策が重要な課題です。攻撃手法は日々巧妙化・高度化しており、常にその変化に対応

した対策が求められます。当社では、IP アドレスや端末情報を用いたアクセス制御、不審取引の検知、3D セ

キュアやトークン化による情報保護など、多層的な防御体制を整備しています。今後も安全・安心な決済環

境の提供に向け、継続的なセキュリティ強化に努めてまいります。 

 

（４）営業・マーケティング力の強化 

当社は BtoBtoC 型の SaaS 事業において、新規導入企業の獲得と導入後の活用促進を図るため、営業・マー

ケティング体制の強化を重要課題としています。Web 広告や SEO を活用したオンライン集客に加え、Web 会議

を活用した個別提案を行う担当制営業により、企業ごとの課題に即した導入支援を行っています。また、導

入後の利用状況の分析を通じて、継続率やLTV（顧客が生涯を通じて企業にもたらす総利益）の最大化を目指

しています。今後もデジタル施策と人的対応を融合させた営業戦略の最適化に取り組んでまいります。 

 

（５）コンプライアンスの強化 

当社の属するインターネット関連事業などの情報・通信産業は、電気通信事業法、プロバイダ責任制限法、

個人情報保護法など多くの法的規制を受けております。 

また、企業の社会的責任や影響も増大しておりますので、法的規制や企業の社会的責任を正確に把握し、

業務を適正に遂行出来る内部統制システムの構築を進めるとともに、当該システムを適切に運用し企業倫

理・コンプライアンスの徹底に向けた仕組み作り、社員教育に努めてまいります。 

 

（６）内部管理体制及びコーポレート・ガバナンスの強化 

当社の継続的な事業拡大、企業成長に当たっては、内部管理体制及びコーポレート・ガバナンスの強化は

重要な課題の一つであると考えております。 

当社では、監査役と内部監査の連携、定期的な内部監査の実施、経営陣や従業員に対する研修の実施を通

じ、内部管理体制及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化に努めてまいります。 
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（７）財務体質の強化 

当社は SaaS型サービスにより一定の安定収益を確保しており、2025年度中に第三者割当増資により純資産

が 50,920 千円に増加しましたが、今後の事業拡大や外部環境の変化に備えた更なる財務基盤の強化が課題と

なっています。先行投資型のビジネスモデルでは、継続的な開発・運用・営業活動に対し十分な資本余力が

求められるため、収益性の向上とともに費用管理の徹底、キャッシュ・フローの安定確保を進めています。

今後も指標のモニタリングを継続し、自己資本の充実と健全な財務体質の構築を通じて、持続的な成長を実

現してまいります。 

 

４【事業等のリスク】  

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。 
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努め

る方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行

われる必要があると考えております。 
また、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、実際の結果と

は異なる可能性があります。 
 

（１） 市場環境、景気動向のリスク 

インターネット関連事業などの情報・通信産業に対する、利用者の投資等は、国内の経済状況や景気動向

により影響を受ける可能性があります。当社の一部サービスにおいては国内利用だけでなく、海外でのユー

ザー獲得のため、多言語対応や海外向けのアプリケーション配信などを進めておりますが、日本経済が低

迷・悪化した場合には、市場規模が縮小するおそれが想定され、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 
 

（２）価格競争について 

当社の属するインターネット関連事業などの情報・通信産業は、インターネット利用端末の用途の多様化

や、消費者スタイルの変化により、市場は拡大してきました。 
当社は、技術者の生産性の向上やクラウドサービス化を推進し、低価格でも利益の確保が可能な対応を進

めております。しかしながら、低価格競争が更に進展し、競合他社との差別化が有効に図れず、当社が提供

するサービスの売上高が想定通りに増加しない、または利益水準が悪化する場合等には、当社の経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（３）競合、新規参入、参入障壁 

当社の属するインターネット関連事業などの情報・通信産業は、参入障壁が低く、大規模から小規模まで

多数の事業者が存在しており、当該事業者との間に競合が生じております。 
当社では、長年の運営実績と、顧客の細かなニーズに合わせた機能拡充やカスタマイズ対応により充実し

た機能の提供の他、独自のサポート体制を充実させることで、製品へのご支持を頂き、他サービスとの差別

化を図っております。 
しかしながら、部分的に類似した機能を持つ製品を扱う競合企業の営業方針、価格設定及び提供するソリ

ューション・サービス等が、増加する可能性があり、これらの競合企業に対して効果的な差別化を行うこと

ができず、当社が想定している事業展開が図れない場合には、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 
 

（４）技術革新への対応 

当社の属するインターネット関連事業などの情報・通信産業は、新たな技術やサービスが次々と生み出さ

れ、その変化は著しく、利用者のニーズも常に変化しております。 
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当社は最新技術の動向調査・技術獲得、新たな技術の習得に努めておりますが、その想定を超える革新的

な技術や著しい市場環境の変化等が生じる可能性もあります。当該変化に対応することができず、当社の経

営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（５）顧客情報の漏洩、プライバシー問題 

当社は、事業活動において顧客情報や個人情報、その他機密情報を入手し得る立場にあります。情報保護

については、プライバシーマークを取得するとともに、教育及び内部監査を通じた社内管理体制の適切な運

営に努め、設備面でもセキュリティ対策を実施しておりますが、当社の過失や第三者による不法行為によっ

て顧客の個人情報や機密情報、当社が保有する個人情報等が外部へ流出した場合には、当社への損害賠償請

求や社会的信用の失墜等により、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（６）システムダウン、バックアップ体制 

当社の事業は、インターネットを利用しているため、自然災害、事故、外部からの不正な手段によるコン

ピュータへの侵入により、通信ネットワークの切断、サーバー等ネットワーク機器の作動不能といったシス

テム障害が生じる可能性があります。このようなリスクを回避するため、システムの 24 時間監視体制の実施、

ファイアーウォールの設置、社内規程の整備及び運用、システムの定期的なバックアップにより未然防止及

び回避に努めております。 

しかしながら、システムやハードの不具合、悪質なコンピュータウイルスの侵入やハッカーからの攻撃、

予想した規模を大きく上回る地震、火災、洪水、停電等の重大な事象の発生により、システム障害が発生し

た場合、一時的にサービス提供を停止せざるを得ない事態も発生しうるものと認識しております。そうした

場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（７）人材の確保についてのリスク 

当社の持続的な成長及び継続的なサービスの提供にあたり、一定水準以上のスキルを有する技術者の確保

が必要となってきます。 
社内でも人材育成に積極的に努めており、研修をはじめとしたシステム開発に必要な専門知識の習得を推

奨しております。 
しかしながら、計画どおりに必要な人材が採用できない場合や既存技術者のスキルの向上を果たせない場

合には、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（８）特定人物へ依存するリスク 

当社代表取締役の長田敏彦は、経営方針の策定やその実行において重要な役割を果たしております。同氏

に過度に依存しない組織体制の構築を進めておりますが、不測の事態により当社における同氏の職務執行が

困難となった場合は、当社の事業戦略や業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
 

（９）訴訟に関するリスク 

当社は、法令・定款及び契約等の遵守に努めており、当事業年度末現在において業績に重大な影響を及ぼ

す訴訟・紛争には関与しておりません。 
しかしながら、当社が事業活動を行う中で、顧客から当社が提供するサービスの不備により訴訟を提起さ

れた場合には、当社の社会的信用が毀損され、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
 

（10）配当について 

当社では、株主に対しての利益還元に関して重要な経営課題として認識しておりますが、現時点での当

社の状況としては、成長拡大期にあると考えており、経営基盤や財務体質の強化、事業拡大と積極的な事

業展開のための設備投資にまずは注力を図ることで、さらなる事業拡大、及び増収を実現することが株主

に対する最大の利益還元につながると考えております。 



17 

 
 

将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益配当を検討する方針でおりますが、現

時点では配当の実施、及びその時期などについては未定の状況にあります。 
 

（11）法的規制に関するリスク 

①法的規制について 

当社は、電気通信事業法に基づき、総務省に届出を行った電気通信事業者（届出番号：C-15-1165）とし

て、同法および関連する省令等を遵守の上で事業を運営しております。現時点において、これらの法令によ

る重大な規制強化の動きは見られておりませんが、将来的に制度改正や新たな規制が導入された場合には、

当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 
また、当社が実施する業務委託や外注取引は、「下請代金支払遅延等防止法」などの商取引に関する法的規

制の適用を受けております。これらの規制が新たに導入・強化・改正され、それに適切に対応できない場合

には、当社の事業活動および業績に影響を及ぼす可能性があります。 
さらに、将来的に IT 関連事業者を対象とする新たな法的規制が制定された場合には、当社の業務の一部が

制約を受け、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

②知的財産権について 

当社が提供するサービスのシステム開発、各コンテンツ及び各提供データ、各提供情報等については、各

事業部にてJ-PlatPat（特許情報プラットフォーム）を利用した調査、使用コンテンツの知的財産権に関する

権利の確認、さらに必要に応じて顧問弁護士などに専門家に相談や再調査の依頼をしたり、第三者の知的財

産権を侵害しないことを確認する体制を整えております。 
しかしながら、当社によるシステム開発、サービス提供において、意図せず第三者の知的財産権の侵害が

生じた場合には、当社が損害賠償責任を追及されたり、商品販売を制限されたりすることで、当社の事業展

開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社が保有する知的財産権について第三者により

侵害される可能性があります。こうした場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
当社が保有する知的財産権は、次の通りであります。 

登録証の名

称 

出願年月日 

出願番号 

登録年月日 

登録番号 

存続期間 

満了日 
内容・特徴 

商品毎の二

次元コード

を利用する

ショッピン

グカートシ

ステム  

2010年 9月 22日

特願 2010-212675 

2014年 8月 29日 

特許第 5601645号 

2030年 9月 22日 本発明は、商品毎の二次元コードが印刷された

広告を携帯電話で読み取ることで、商品ページ

にアクセスし購入手続きができるショッピング

カートシステムであり、生成される二次元コー

ドは商品毎に固有で、商品の購入にあたり端末

情報を参照し画面の表示等を適切に制御するこ

とを特徴としています。 
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（12）J-Adviserとの契約について 

当社は、㈱東京証券取引所が運営を行なっております証券市場 TOKYO PRO Marketに上場しております。当

社は、当事業年度末においてフィリップ証券㈱との間で、担当 J-Adviser 契約（以下「当該契約」といいま

す）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維持の前提

となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 J-Adviser を確保できない場合、当社株式は TOKYO 

PRO Market から上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告

に関する事項は以下の通りです。 

なお、本発行者情報の公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

 

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞ 

当社（以下「甲」という）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券㈱（以下「乙」という）

は J-Adviser契約（以下「本契約」という）を即日無催告解除することができる。 

①債務超過 

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から脱却し

えなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日

（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到

来する事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」という）において債務超過の状態

から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関

するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該

１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合（乙が適

当と認める場合に限る）には、２年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日

（猶予期間の最終日の翌日から起算して１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当

該１年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日）までの期間内）に債務超過の状態から脱却しえな

かったとき。 

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度

（甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示するまでの間に

おいて、再建計画（本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む）を公表

している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及び、ｂに定める書類に基づき行う。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面。 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合。 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する

書面。 

(ｂ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理

を行う場合。 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載

した書面。 

ｂ 本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、

公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面。 

②銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の

報告を書面で受けた場合。 

③破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、

法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生

手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合

とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生

手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃま
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でに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づか

ない整理を行う場合。 

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日。 

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困

難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しく

は大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行

った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受け

た日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）。 

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済

に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁

済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の 100分の 10に相当する額以上である場合に限る）

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日。 

④前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則とし

て本契約の解除は行わないものとする。 

再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。 

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合。 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであ

ること。 

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合。 

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

ｂ 当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。 

(ａ) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(ｂ) 前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされている

こと及びそれを証する内容。 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当

でないと認められるものでないこと。 

⑤事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう）

又はこれに準ずる状態になった場合。 

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止

した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合に

は当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全

部又は一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効

力を生ずる日の 3日前（休業日を除外する）の日。 

(ａ) TOKYO PRO Marketの上場株券等。 

(ｂ) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該合併に

係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等を当該

合併に際して交付する場合に限る）が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券

等。 

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普

通出資者総会を含む）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決

議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含

む）についての書面による報告を受けた日）。 

ｃ 甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（③ｂの規定の適用を受ける場合
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を除く）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。 

⑥不適当な合併等 

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 非

上場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 非上場会社から

の事業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の譲渡、ⅶ 非上場会社と

の業務上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ その他非上場会社の吸収合併

又はこれらⅰからⅷまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行った場合で、甲が実質的な存続

会社でないと乙が認めた場合。 

⑦支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当によ

り交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）において、支配株

主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。 

⑧有価証券報告書又は半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延 

甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場

規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 

⑨虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合。 

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不

適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるもの

である場合を除く）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 

⑩法令違反及び上場規程違反等 

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 

⑪株式事務代行機関への委託 

甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託

しないこととなることが確実となった場合。 

⑫株式の譲渡制限 

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

⑬完全子会社化 

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 

⑭指定振替機関における取扱い 

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 

⑮株主の権利の不当な制限 

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれかに掲げ

る行為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認

める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行す

る買収防衛策（以下「ライツプラン」という）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予

約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主

に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く）。 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は

不発動とすることができないものの導入。 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議

を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行な

っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行す

る場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認める

ときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式
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を発行するものとして取り扱う）。 

ｄ 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の

選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。 

ｅ 上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一

個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける

権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう）の発行に係る決議又は決定。 

ｆ 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵

害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に

係る決議又は決定。 

⑯全部取得 

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 

⑰株式売渡請求による取得 

特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 

⑱株式併合 

甲が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を 1 株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場

合。 

⑲反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Marketに対

する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

⑳その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当

と認めた場合。 

   

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

１. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手

方は、相当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月とする）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書

面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除す

ることができる。 

２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができ

る。また、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除す

ることができる。 

３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に

通知しなければならない。 
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５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報

告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の

実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積

りと異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

（流動資産） 

当事業年度における流動資産の残高は 136,050 千円で、前事業年度末に比べ 22,026 千円増加しております。

現金及び預金の増加17,582千円、売掛金の増加4,421千円、前払費用の増加5,208千円、仕掛品の減少5,168

千円が主な変動要因であります。 

 

（固定資産） 

当事業年度における固定資産の残高は 91,759 千円で、前事業年度末に比べ 1,120千円増加しております。

建物及び構築物の減少 3,238 千円、工具、器具及び備品の増加 1,220 千円、繰延税金資産の増加 3,139 千円

が主な変動要因であります。 

 

（流動負債） 

当事業年度における流動負債の残高は 73,626 千円で、前事業年度末に比べ 251 千円増加しております。1

年以内返済予定の長期借入金の減少 1,444 千円、未払金の増加 3,689 千円、未払費用の減少 1,507 千円、未

払消費税等の増加 4,217千円、契約負債の減少 4,309千円が主な変動要因であります。 

 

（固定負債） 

当事業年度における固定負債の残高は 103,262 千円で、前事業年度末に比べ 25,092 千円減少しております。

長期借入金の減少 25,092千円が変動要因であります。 

 

（純資産） 

当事業年度における純資産の残高は 50,920 千円で、前事業年度末に比べ 47,986 千円増加しております。

資本金の増加 22,320 千円、資本準備金の増加 22,320 千円、繰越利益剰余金の増加 3,346 千円が主な変動要

因であります。 
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（３）経営成績の分析 

（売上高） 

当事業年度における売上高は176,504千円（前年同期比2.2％増）となりました。売上高が増加した主な要

因は、SaaSサービスの利用者増加、受託開発サービスの増収による売上高の増加であります。 

 

（売上総利益） 

当事業年度における売上総利益は 149,934千円（前年同期比 2.3％増）となりました。売上総利益が増加し

た主な要因は、前述の売上高が増加した主な要因と同様であります。 

 

（販売費及び一般管理費） 

当事業年度における販売費及び一般管理費は、140,585 千円（前年同期比 0.8％減）となりました。主な要

因は、支払報酬料、地代家賃の減少によるものであります。 

 

（営業利益） 

SaaS サービスの利用者増加、受託開発サービスの増収による売上高の増加による影響から、当事業年度に

おける営業利益は 9,348千円（前年同期は営業利益 4,885千円）となりました。 

 

（経常利益） 

営業外費用として上場関連費用の計上よる影響から、当事業年度における経常利益は 390 千円（前年同期

は経常利益 19,962千円）となりました。 

 

（当期純利益） 

税引前当期純利益は 390千円（前年同期は税引前当期純利益 20,313千円）となり、当事業年度における当

期純利益 3,346千円（前年同期は当期純利益 20,766千円）となりました。 

 

（４）キャッシュ・フローの分析 

当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フロ

ーの状況」に記載のとおりであります。 

 

（５）運転資本 

自己資金及び借入による資金調達が可能であることから十分であると認識しております。 

 

（６）経営者の問題意識と今後の方針について 

「３ 【対処すべき課題】」に記載しております。 
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第４【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

該当事項はありません。 

 

２【主要な設備の状況】 

当社における主要な設備は、次の通りであります。 

事業所名 

（所在地） 
設備の内容 

帳簿価格 
従業員 

（人） 
土地（千円） 

建物及び構築物（千

円） 

本社 

（静岡県駿東郡清水町） 
本社 60,000 26,130 22 

（注）１．当社の事業セグメントは、SaaS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 

   ２．本社の一部を第三者へ賃貸しておりますが、当社の事業運営に重要な影響を与えるものではありません。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

 

（２）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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第５【発行者の状況】  

 

１【株式等の状況】 

 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別及

び種類 

発行可能 

株式総数

（株） 

未発行株式数 

（株） 

事業年度末 

現在発行数

（株） 

（2025年 12

月 31日） 

公表日現 

在発行数 

（株） 

（2026年３

月 27日） 

上場金融商品

取引所名又は

登録認可金融

商品取引業協

会名 

内容 

普通株式 720,000 522,000 198,000 198,000 

東京証券取引

所 (TOKYO 

PRO Market) 

単元株式数 

100株 

計 720,000 522,000 198,000 198,000 ― ― 

（注）１．2025年７月 15日開催の株主総会決議により、2025年７月 16日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能

株式総数は 710,000株増加し、720,000株となっております。 

２．2025年 7月 15日開催の株主総会決議により、2025年 7月 16日付で普通株式１株を 200株に分割しております。こ

れにより株式数は 179,100株増加し、180,000株となっております。 

３．2025年 12月１日開催の臨時取締役会において、第三者割当による株式の発行の決議を行い、2025年 12月 19日に

18,000株発行しております。 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 
第１回新株予約権（2024年 12月 25日臨時株主総会決議） 

  最近事業年度末現在 
（2025年12月31日） 

公表日の前月末現在 
（2026年２月28日） 

新株予約権の数（個） 75 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 15,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 51.00 同左 

新株予約権の行使期間 
付与決議の日後2年を経過した
日から付与決議の日後10年を経

過する日までの期間 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   51.00 
資本組入額  26.00 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権は、新株予約権者
が権利行使時において、当社
又は当社子会社の取締役、監
査役又は従業員（以下「役員
等」という。）のいずれかの
地位を保有している場合に、
行使することができる。新株
予約権者が役員等のいずれの
地位も退職した場合は、以後
新株予約権の行使を一切認め
ない。 

②新株予約権者が死亡した場
合、同人の相続人による新株

同左 
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予約権の行使は一切認めな
い。 

③新株予約権は、行使の日の属
する事業年度の直前の事業年
度における当社の繰越利益剰
余金の金額が0円以上である
場合に、行使することができ
る。 

④新株予約権者は、権利行使時
において当社が国内の株式市
場（金融商品取引法に基づく
証券取引所）に上場していた
場合に、行使することができ
る。ただし、TOKYO PRO 
Market 及び Fukuoka PRO 
Marketにおける上場は、株式
の流通性が低いと判断される
ため、本条件の適用対象外と
する。 

⑤新株予約権者は、行使しよう
とする新株予約権につき、当
社と本新株予約権者との間に
おいて締結する新株予約権割
当契約に違反して新株予約権
を行使することはできない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要するものとし
ます。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 

― ― 

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、か

かる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、

調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整

し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げます。 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数 

または処分株式数 
× 

１株当たり払込金額 

または処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし

ます。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げま

す。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １ 

        分割・併合の比率 

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を

行うことができる。 

３．2025 年７月 15 日開催株主総会決議により、2025 年７月 16 日付で普通株式１株を 200 株に分割したことにより、

「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 
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（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金 

増減額 

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

2024年12月25日 

(注)１. 
500 900 5,054 25,054 - - 

2025年７月15日 

(注)２． 
179,100 180,000 - 25,054 - - 

2025年12月19日 

(注)３．４． 
18,000 198,000 22,320 47,374 22,320 22,320 

(注)１．有償第三者割当 

割当先 長田敏彦 

発行価格   10,108円 

資本組入額  10,108円 

割当先 株式会社ジェネシス 

発行価格   10,108円 

資本組入額  10,108円 

２．2025年７月 15日開催の株主総会決議により、2025年７月 16日付で普通株式１株を 200株に分割しております。これ

により株式数は 179,100株増加し、180,000株となっております。 

３．2025年 12月 1日開催の臨時取締役会決議により、2025年 12月 19日付で第三者割当増資により株式数は 18,000株増

加し、198,000株となっております。 

４．有償第三者割当 

割当先 杉本 哲也 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 

 

割当先 佐野 淳祥 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 

 

割当先 株式会社ペイジェント 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 

 

割当先 雄大グループ株式会社 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 

 

割当先 株式会社デザインスタジオフェニックス 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 
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割当先 株式会社石田鉄工所 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 

 

割当先 株式会社ワークフェア 

発行価格   2,480円 

資本組入額  1,240円 

 

（６）【所有者別状況】 

 2025年12月31日現在   

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 単元未満 

株式の状

況 

(株) 

政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数(人) - - - ７ - - ４ 11 - 

所有株式数(単元) - - - 1,538 - - 442 1,980 - 

所有株式数の割合 

(％) 
- - - 78 - - 22 100 - 

（注）2025年７月 16日付で普通株式１株を 200株に分割しております。また、2025年７月 15日付で定款変更を行い、100株

を１単元とする単元株制度を導入しております。 

 

（７）【大株主の状況】 

2025年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

株式総数に対
する所有株式
数の割合(％) 

株式会社ジェネシス （注）２、（注）３ 
静岡県駿東郡長泉町下土狩1427番地

の34 
143,400  67.32  

長田敏彦（注）１、（注）２ 静岡県駿東郡長泉町 36,000  16.90  

杉本哲也（注）２ 静岡県駿東郡長泉町 4,000  1.88  

佐野淳祥（注）２ 静岡県三島市 4,000  1.88  

株式会社ペイジェント（注）２ 東京都渋谷区円山町１９番１号 2,000  0.94  

雄大グループ株式会社（注）２ 静岡県沼津市三園町１３－３５ 2,000  0.94  

株式会社デザインスタジオフェニックス

（注）２ 
静岡県静岡市駿河区南町１０番６号 2,000  0.94  

株式会社石田鉄工所（注）２ 静岡県焼津市坂本３５５ 2,000  0.94  

株式会社ワークフェア（注）２ 静岡県三島市芝本町１１番２６号 2,000  0.94  

株式会社エレファント（注）２ 
静岡県沼津市下香貫林ノ下１９０７

－１ 
400  0.19  

前橋将彰  静岡県沼津市 200  0.09  

中松悟（注）４ 静岡県沼津市 
3,000  

(3,000) 

1.41  

(1.41) 

瀬川智広（注）４ 静岡県田方郡函南町 
3,000  

(3,000) 

1.41  

(1.41) 
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福井隆一（注）４ 神奈川県鎌倉市 
1,000  

(1,000) 

0.47  

(0.47) 

その他の株主10名（注）５ ― 
8,000  

(8,000) 

3.76  

(3.76) 

計 ― 
213,000  

(15,000) 

100.00  

(7.05) 

（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役） 

２．特別利害関係者等（大株主上位10名） 

３．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社） 

４．特別利害関係者等（当社取締役） 

５．当社従業員 

６．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

７．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

（８）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 2025年12月31日現在   

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 - - - 

議決権制限株式（自己株式等） - - - 

議決権制限株式（その他） - - - 

完全議決権株式（自己株式等） - - - 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

198,000 
1,980 

権利内容に何ら限定の

ない、当社における標

準となる株式であり、

単元株式数は100株であ

ります。 

単元未満株式 - - - 

発行済株式総数 198,000 - - 

総株主の議決権 - 1,980 - 

（注）１．2025年７月 15日開催の株主総会決議により、2025年７月 16日付で普通株式１株を 200株に分割を行っており、完

全議決権株式数（その他）及び発行済株式総数の株式数はそれぞれ 180,000株となっております。 

２．2025年７月 15日付で定款変更を行い、100株を１単元とする単元株制度を導入しております。 

３．2025年 12月 1日開催の臨時取締役会決議により、2025年 12月 19日付で第三者割当増資により株式数は 18,000株

増加し、198,000株となっております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

（９）【ストック・オプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基

づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

当該制度の内容は、以下のとおりであります。 
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第 1回新株予約権（2024年 12月 25日臨時株主総会決議） 

決議年月日 2024年12月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３名、従業員10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)【新株予約権等の状況】」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 
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２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

該当事項はありません。 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

当社では株主に対する利益還元を経営上の重要政策として認識し、業績の状況及び中長期的な財務体質を

勘案し、継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。 

当社は、期末配当による年１回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図

りながらその実施を検討する所存でありますが、当面は経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために、配

当は最低限に抑え、内部留保の充実を優先にしたいと考えております。 

 

４【株価の推移】 

（１）【直近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第 36期 第 37期 第 38期 

決算年月 2023年 12月 2024年 12月 2025年 12月 

最高（円） - - 2,480 

最低（円） - - 2,480 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものです。 

２．当社株式は、2025年 10月 17日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。 

それ以前の株価について該当事項はありません。 

 

（２）【直近６ヵ月間の月別最高・最低株価】 

日別 2025年７月 2025年８月 2025年９月 2025年 10月 2025年 11月 2025年 12月 

最高（円） - - - 2,480 2,480 2,480 

最低（円） - - - 2,480 2,480 2,480 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものです。 

２．当社株式は、2025年 10月 17日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。 

それ以前の株価について該当事項はありません。 
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５【役員の状況】 

 男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 

所有 

株式数 

(株) 

代表 

取締役 
社長 長田 敏彦 

1970年 

７月３日生 

1994年４月 株式会社加藤工務店入社 

(注)１ (注)３ 36,000 

1995年４月 当社 入社 取締役就任 

2003年２月 当社 代表取締役就任(現任) 

2014年３月 
有限会社長田電工（現 有限会社ユハリア） 

代表取締役就任(現任) 

2024年３月 株式会社ジェネシス 代表取締役就任(現任) 

取締役  中松 悟 
1982年 

３月９日生 

2004年４月 株式会社シーテック入社 

(注)１ (注)３ - 

2007年４月 ジュパニアス株式会社入社 

2011年４月 当社入社 

2020年１月 当社 執行役員就任 

2024年６月 当社 取締役就任(現任) 

2025年１月 当社 取締役管理部長就任 

2026年１月 当社 取締役管理部長退任 

取締役  瀬川 智広 
1985年 

１月８日生 

2007年４月 当社 入社 

(注)１ (注)３ - 2021年１月 当社 執行役員就任 

2024年６月 当社 取締役就任(現任) 

取締役  
福井 隆一 

(注)５ 

1965年 

１月17日生 

1989年４月 
日本アセアン投資株式会社（現 日本アジア投

資株式会社）入社 

(注)１ (注)３ - 

1997年３月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 

1998年９月 日本アジア投資株式会社入社 

2004年11月 ドイツテレコム株式会社入社 

2010年12月 
株式会社リアル・フリート（現 amadana株式会

社）取締役CFO就任 

2015年２月 株式会社シグリード 入社 

2015年７月 株式会社サンケイビルウェルケア入社 

2016年10月 
サイバーエリアリサーチ株式会社（現：株式会

社Geolocation Technology）取締役就任 

2022年９月 株式会社Geolocation Technology取締役退任 

2023年１月 株式会社ユニバーサル 取締役就任(現任) 

2023年５月 株式会社コンフィデンス 取締役就任(現任) 

2024年６月 当社 取締役就任(現任) 

監査役  
長田 広幸 

(注)６ 

1980年 

８月27日生 

2010年12月 杉山仁税理士事務所入社 

(注)２ (注)３ - 

2012年４月 葵税理士法人入社 

2013年５月 税理士法人HOP入社 

2014年５月 長田広幸税理士事務所開業(開業税理士)(現任) 

2016年９月 芹澤光春税理士事務所入社(所属税理士) 

2025年３月 当社 社外監査役就任(現任) 

  36,000 

（注）１．取締役の任期は、2025年７月15日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

２．監査役の任期は、2025年７月15日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

３．2025年12月期における役員報酬の総額は27,932千円を支給しております。 

４．2025年７月15日開催の株主総会決議により、2025年７月16日付で普通株式１株を200株に分割しております。 

５．福井隆一氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であります。 

６．長田広幸氏は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は「インターネットサービスと成長する喜びを、ともに。」という理念のもと、株主、顧客、従業員、

取引先等の利害関係者の信頼を得られるよう、企業価値の持続的な向上を目指し、常にコーポレート・ガバ

ナンスの強化に努め、法令を遵守し、透明性の高い経営を行ってまいります。 

②会社の機関の内容 

イ．取締役会 

当社の取締役会は、４名の取締役（うち社外取締役１名）で構成されております。 

取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、決裁権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程

等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。

なお、定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を

決定しております。 

取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締

役の職務執行を監督しております。 

ロ．監査役 

当社は監査役制度を採用しており、１名で構成されております。 

監査役は、監査役規程に基づき、取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、監査役は取

締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。 

ハ．会計監査 

当社は、オリエント監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価
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証券上場規程の特例」第 128 条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお 2025 年 12 月期におい

て監査を執行した公認会計士は神戸宏明氏、吉田岳仙氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内

であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士 1名その他１名であります。 

なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 

ニ．リスク・コンプライアンス委員会 

当社は、リスクマネジメント規程に基づき、リスク管理、コンプライアンスに関する内部統制機能の強

化を継続的に行える体制を推進・維持するために、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。

リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、リスク・コンプライアンス委員会が必要

と認めて参加を要請した者で構成されております。当社のコンプライアンス全般について責任を有してお

り、また、当社のリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に関して責任を有しており

ます。 

③内部統制システムの整備の状況 

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に

業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

④内部監査及び監査役の状況 

当社の内部監査は、管理部が主管部署として事業部を監査しております。つぎに管理部の監査は事業部が

実施しており、相互に牽制する体制をとっております。各部の監査結果並びに改善点につきましては、内部

監査担当者より、代表取締役に対し報告書並びに改善要望書を提出する体制をとっております。 

⑤リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っております。また、

当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とす

るためのアドバイスを受ける体制をとっております。 

⑥社外取締役及び社外監査役の状況 

当社の社外取締役は１名及び社外監査役は１名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する

監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また社外監査役は、経営に対す

る監視、監督機能を担っております。 

社外取締役福井隆一氏は、当社新株予約権を 1,000 個（新株予約権の目的となる株式の数 1,000 株）保有

しております。また、当社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係、又は、取引関係その他の利害関係

はありません。 

社外監査役長田広幸氏は、代表取締役の長田敏彦氏と同一の氏ですが、偶然の一致であり、血縁関係はご

ざいません。 

社外監査役長田広幸氏は、当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係は

ありません。 

なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはあり

ませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した

上で、選任を行っております。 

⑦役員報酬の内容 

役員区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額 

（千円） 

対象となる 

役員の員数 

（人） 

基本報酬 賞与 
ストック 

オプション 
 

取締役（社外取締役を除く） 25,760 25,760 - - 3 

監査役（社外監査役を除く） - - - - - 

社外役員 2,172 2,172 - - 2 
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⑧取締役及び監査役の定数 

当社の取締役は 10名以内、監査役は４名以内とする旨を定款で定めております。 

⑨取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。 

⑩株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309 条第２項に定める株主総会の特別決議要件につ

いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款に定めております。 

⑪自己の株式の取得 

当社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することがで

きる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする

ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

⑫中間配当に関する事項 

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第 454 条第５項の定めに基づき、当会社は、

取締役会の決議によって毎年６月 30 日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めておりま

す。 

⑬取締役及び監査役の責任免除 

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第 426 条第

１項の規定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む）及び監査役（監査役であったものを

含む）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めておりま

す。 

⑭社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。な

お、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂

行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 

⑮株式の保有状況 

該当事項はありません。 
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（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 
最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円） 

発行者 6,000 - 

 

②【その他重要な報酬の内容】 

（最近事業年度の前事業年度） 

該当事項はありません。 

（最近事業年度） 

該当事項はありません。 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

（最近事業年度の前事業年度） 

該当事項はありません。 

（最近事業年度） 

該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】 

当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。 
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第６【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)

に基づいて作成しております。 

（２）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の

施行規則」第 116 条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠しております。 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 128 条第３

項の規定に基づき、当事業年度（2025年１月１日から 2025年 12月 31日まで）の財務諸表について、オリエ

ント監査法人により監査を受けております。 

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

(単位：千円) 

       前事業年度 

(2024年12月31日) 

当事業年度 

(2025年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 96,673 114,255 

  売掛金 11,225 15,646 

    仕掛品 5,261 93 

  前払費用 799 6,007 

  その他 64 48 

  流動資産合計 114,024 136,050 

 固定資産   

  有形固定資産   

      建物及び構築物 29,368  26,130 

   工具、器具及び備品 428  1,648 

   土地 60,000  60,000 

      有形固定資産合計  ※１ 89,797 ※１ 87,778 

    無形固定資産   

   その他 197 197 

   無形固定資産合計 197 197 

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 634 3,773 

   その他 10 10 

      投資その他の資産合計 644 3,783 

    固定資産合計 90,639 91,759 

  資産合計 204,664 227,809 
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(単位：千円) 

         前事業年度 

(2024年12月31日) 

当事業年度 

(2025年12月31日) 

負債の部    

  流動負債    

    買掛金 662 201 

  １年以内返済予定の長期借入金 26,536 25,092 

    未払金 2,485 6,174 

  未払費用 7,471 5,964 

    未払法人税等 182 182 

  未払消費税等 230 4,447 

  契約負債 34,934 30,625 

  預り金 870 938 

    流動負債合計 73,375 73,626 

  固定負債    

  長期借入金 128,354 103,262 

    固定負債合計 128,354 103,262 

  負債合計 201,729 176,888 

   

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 25,054 47,374 

  資本剰余金   

   資本準備金 － 22,320 

    利益剰余金   

      利益準備金 450 450 

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △22,569 △19,223 

      利益剰余金合計 △22,119 △18,773 

    株主資本合計 2,934 50,920 

  純資産合計 2,934 50,920 

負債純資産合計 204,664 227,809 
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②【損益計算書】 

 (単位：千円) 

  
前事業年度 

(自 2024年１月１日 

 至 2024年12月31日) 

当事業年度 

(自 2025年１月１日 

 至 2025年12月31日) 

売上高 172,787 176,504 

売上原価 26,244 26,570 

売上総利益 146,542 149,934 

販売費及び一般管理費 ※２ 141,657 ※２ 140,585 

営業利益 4,885 9,348 

営業外収益     

 受取家賃 1,872 1,963 

 保険解約益 14,857 － 

 受取利息 3 35 

 受取配当金 0 0 

 雑収入 79 4 

  営業外収益合計 16,814 2,004 

営業外費用   

  上場関連費用 － 9,040 

 支払利息 1,737 1,922 

  営業外費用合計 1,737 10,962 

経常利益 19,962 390 

特別利益   

 固定資産売却益 350 － 

 特別利益合計 350 － 

特別損失   

 特別損失合計 － － 

税引前当期純利益 20,313 390 

 法人税、住民税及び事業税 182  182 

 法人税等調整額 △634 △3,138 

法人税等合計 △452 △2,955 

当期純利益 20,766 3,346 
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【売上原価明細書】  

 

区分 
注記 

番号 

前事業年度 

（自 2024年 1月 1日 

至 2024年 12月 31日） 

当事業年度 

（自 2025年 1月 1日 

至 2025年 12月 31日） 

金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

Ⅰ 労務費  4,883 15.5 3,673 17.2 

Ⅱ 経費 ※１ 26,622 84.5 17,729 82.8 

当期発生費用  31,505 100.0 21,402 100.0 

期首仕掛品棚卸高  -  5,261  

合計  31,505  26,663  

期末仕掛品棚卸高  5,261  93  

当期売上原価  26,244  26,570  

 

※１ 主な内訳は次のとおりです。 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

ドメイン費 

 

6,182  3,256  

クラウド利用料 11,287  12,494  

ライセンス料 943  1,166  

外注費 8,208  1,079  

 

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、受託開発サービスについては個別原価計算を用いております。 
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③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2024年１月１日  至  2024年 12月 31日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 20,000  － － 450 △43,335 △42,885 △22,885 △22,885 

当期変動額         

新株の発行 5,054 － －    5,054  5,054  

当期純利益     20,766  20,766  20,766  20,766  

当期変動額合計 5,054  － － － 20,766  20,766  25,820 25,820 

当期末残高 25,054  － － 450 △22,569 △22,119 2,934  2,934  

 

当事業年度（自 2025年１月１日  至  2025年 12月 31日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 25,054  － － 450 △22,569 △22,119 2,934  2,934  

当期変動額         

新株の発行 22,320 22,320 22,320    44,640 44,640 

当期純利益     3,346 3,346 3,346 3,346 

当期変動額合計 22,320 22,320 22,320 － 3,346  3,346 47,986 47,986 

当期末残高 47,374 22,320 22,320 450 △19,223 △18,773 50,920 50,920 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

   
前事業年度 

(自 2024年１月１日 

 至 2024年12月31日) 

当事業年度 

(自 2025年１月１日 

 至 2025年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純利益 20,313  390 

  減価償却費 3,798  3,669 

  固定資産売却益 △350 ‐ 

  受取利息及び受取配当金 △3 △36 

 支払利息 1,737  1,922 

  保険解約益 △14,857 - 

  売上債権の増減額（△は増加） △1,844 △4,420 

  棚卸資産の増減額（△は増加） △5,261 5,167 

 仕入債務の増減額（△は減少） 516  △460 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,547 4,216 

 前払費用の増減額（△は増加） △799 △5,207 

 未収入金の増減額（△は増加） 273  5 

 その他資産の増減額（△は増加） 659  10 

 契約負債の増減額（△は減少） 7,871  △4,309 

 未払費用の増減額（△は減少） 227  △1,507 

 未払金の増減額（△は減少） △1,385 3,688 

 その他負債の増減額（△は減少） △1,658 67 

 小計 7,689 3,197 

 利息及び配当金の受取額 3  36 

  利息の支払額 △1,737 △1,922 

  法人税等の支払額 △182 △182 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 5,774  1,128 

   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △60,000 △1,650 

 有形固定資産の売却による収入 1,450  - 

 保険積立金の積立による支出 △195 - 

 保険積立金の取崩しによる収入 41,149  - 

 短期貸付金の増減 6,765 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △10,830 △1,650 
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前事業年度 

(自 2024年１月１日 

 至 2024年12月31日) 

当事業年度 

(自 2025年１月１日 

 至 2025年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金による収入 50,000  - 

 長期借入金の返済による支出 △27,584 △26,536 

 新株発行による収入 5,054  44,640 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 27,470 18,104 

   

現金及び現金同等物に係る換算差額   

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,413  17,581 

現金及び現金同等物の期首残高 74,260  96,673 

現金及び現金同等物の期末残高 ※３ 96,673  ※３ 114,255 
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【注記事項】 

 

【重要な会計方針】 

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

仕掛品 

個別法による原価法  

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、1996 年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 10年～22年 

工具、器具及び備品 5年 

３．収益及び費用の計上基準 

（１）SaaSサービス 

 当社はクラウド型アプリケーションサービス（SaaS）を主たる事業としており、各種サービスを提

供しております。収益の認識については、利用者との契約に基づき、サービス提供期間にわたり均等

に売上を計上する方法を採用しております。なお、導入支援・初期設定等の初期費用については、当

該業務の完了時点において、その対価を一括して売上として認識しております。 

また、決済代行サービスなどの提携先等からの流通金額に応じた報酬については、取引が発生した

月において、実績額または合理的な見積額に基づき売上を計上しております。 

（２）ポータルサイト運営 

 ポータルサイト事業においては、自社ポータルサイトにおいて Google等のアドネットワークを活用

した広告を掲載しており、当該アドネットワークから支払われる広告収益を主な収益としています。

広告収益については、アドネットワーク運営会社より支払われる報酬額が確定した時点で売上として

計上しております。 

（３）受託開発サービス 

受託開発サービス事業においては、顧客の要件に基づくシステム・ソフトウェア等の受託開発を行

っており、当該開発業務に関する売上は、原則として契約に基づく成果物の納品および顧客の検収完

了時点で売上を計上しております。 

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

（重要な会計上の見積り） 

繰延税金資産の回収可能性  

（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額               （単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

繰延税金資産 634 3,773 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

① 算出方法  

当社は、一時差異等のスケジューリングの結果、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に

ついて繰延税金資産を計上しております。  

② 主要な仮定  

収益力に基づく将来の課税所得の十分性を判断するにあたっては、過年度実績を基に、策定時に入
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手可能な情報、事業環境を考慮して決定された売上高、売上原価、販売費及び一般管理費の将来予測

を含んだ事業計画を基礎としております。売上高の将来予測は、主要サービスのSaaSサービスにおけ

る既存顧客との契約継続性(解約可能性の検討を含む)や、新規顧客獲得目標といった一定の仮定に基

づき算出しております。また、売上原価、販売費及び一般管理費の将来予測は、過年度実績を元に一

定の仮定に基づき算出しております。  

③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響  

見積りの基礎となる事業計画の主要な仮定は不確実性が高く、実際の経営環境や損益の状況が一定

の仮定と大きく乖離した場合、将来の繰延税金資産の計上額が変動し、税金費用に影響を与える可能

性があります。 

 

（未適用の会計基準等） 

（リースに関する会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34号 2024年９月 13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33号 2024年９月 13日 企業会計基準委

員会）等 

（１）概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、

借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際

的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS 第 16 号の単一の会計処理モデル

を基盤とするものの、IFRS 第 16 号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入

れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS 第 16 号の定めを個別財務諸表に用いても、基本

的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS 第 16 号と同様に、リー

スがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリース

について使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モ

デルが適用されます。 

（２）適用予定日 

2028年 12月期の期首から適用します。 

（３）当該会計基準等による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用により財務諸表に与える影響額については、現時点では評価

中であります。 

 

（会計方針の変更）  

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用） 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27号 2022年 10月 28日）等を

当事業年度の期首から適用しております。 

なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

  
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 33,771千円 37,440千円 
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（損益計算書関係） 

※２ 販売費に属する費目のおおよその割合は前事業年度２％、当事業年度２%、一般管理費に属するおお

よその割合は前事業年度98％、当事業年度98%であります。 

 
前事業年度 

（自 2024年1月1日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年1月1日 
至 2025年12月31日） 

給料手当 84,603千円 90,093千円 

法定福利費 12,205     13,019    

広告宣伝費 2,400     2,735    

地代家賃 3,040     1,031    

支払報酬料 16,718     11,316    

減価償却費 3,798     3,669    

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2024年 1月 1日  至 2024年 12月 31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 400 500 ― 900 

合計 400 500 ― 900 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 500 株は、2024 年 12 月 25 日の第三者割当による新株の発行に伴う

増加であります。 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

３．新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 

となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高 

（千円） 
当事業年度

期首 

当事業年

度増加 

当事業年

度減少 

当事業年

度末 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
- - - - - - 

合計 - - - - - - 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025年1月1日  至 2025年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 900  197,100  ― 198,000  

合計 900  197,100  ― 198,000  

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は2025年7月16日の株式分割（1：200）による179,100株の増加、

2025年12月19日の第三者割当による新株の発行に伴う18,000株の増加であります。 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
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４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※３ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。 

 
前事業年度 

（自 2024年1月1日 

至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年1月1日 

至 2025年12月31日） 

現金及び預金勘定 96,673 千円  114,255 千円  

現金及び現金同等物 96,673     114,255     

 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関

からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であ

ります。 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権は売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が、所定の手続きに従い、債権回

収の状況を定期的にモニタリングを行い、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。 

特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告

などを行います。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

該当事項はありません。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

買掛金及び未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元流動性の維持などに

より流動性リスクを管理しております。 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」につい 

ては、現金であること、及び預金は短期間で決済されること、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」については、

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。 

 

前事業年度（2024年 12月 31日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年以内返済予定を含む） 154,890 154,676 214 
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負債計 154,890 154,676 214 

 

当事業年度（2025年 12月 31日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年以内返済予定を含む） 128,354 127,832 522 

負債計 128,354 127,832 522 

（注）長期借入金（１年内返済予定を含む） 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。 

 

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価 

 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

① 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

 

② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 

前事業年度（2024年 12月 31日） 

（単位：千円） 

区分 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

長期借入金 － 154,676 － 154,676 

負債計 － 154,676 － 154,676 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

・長期借入金(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によって算

定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

当事業年度（2025年 12月 31日） 

（単位：千円） 
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区分 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

長期借入金 － 127,832 － 127,832 

負債計 － 127,832 － 127,832 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

・長期借入金(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によって算

定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

 

（注１）金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（自 2024年 1月 1日  至 2024年 12月 31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 96,673 － － － 

売掛金 11,225 － － － 

合計 107,898 － － － 

 

当事業年度（自 2025年 1月 1日  至 2025年 12月 31日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 114,255 － － － 

売掛金 15,646 － － － 

合計 129,901 － － － 

 

（注２）長期借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（自 2024年 1月 1日  至 2024年 12月 31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金 

（１年以内返済予定を含む） 
26,536 25,092 25,092 25,478 21,972 30,720 

合計 26,536 25,092 25,092 25,478 21,972 30,720 

 

当事業年度（自 2025年 1月 1日  至 2025年 12月 31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金 

（１年以内返済予定を含む） 
25,092 25,092 25,478 21,972 12,432 18,288 

合計 25,092 25,092 25,478 21,972 12,432 18,288 
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（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

前事業年度（自 2024年 1月 1日 至 2024年 12月 31日） 

当社は付与した日時点においては、未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源

的価値は 0円であるため、費用計上はしておりません。 

 

当事業年度（自 2025年 1月 1日 至 2025年 12月 31日） 

該当事項はありません。 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 ３名 

従業員   10名 

株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式  75株 

付与日 2024年12月25日 

権利確定条件 
「第５【発行者の状況】１【株式等の状況】(２)【新株予約権

等の状況】」に記載のとおりであります。 

対象勤務期間 勤続年数７年を超えて在任又は在職 

権利行使期間 
付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過

する日までの期間 

  



52 

 
 

(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（2025年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

 

①ストック・オプションの数 

  第１回新株予約権 

権利確定前 （株）  

前事業年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後（株） － 

前事業年度末  

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 15,000 

 

② 単価情報 

 第１回新株予約権 

権利行使価額（円） 10,108 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） 10,108 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法  

第１回新株予約権を付与した日時点においては、未公開企業であったため、ストック・オプションの公

正な評価単位の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。単位当たりの本源的価値

の算定の基礎となる自社の株式価値は、修正純資産簿価法より算定しております。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映される方法を採

用しております。 

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本

源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日にお

ける本源的価値の合計額 

当事業年度末における本源的価値の合計額 ―千円 

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本

源的価値の合計額 ―千円 
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（税効果会計関係） 

１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

(自 2024年1月1日 
至 2024年12月31日) 

 
 

当事業年度 
(自 2025年1月1日 
至 2025年12月31日) 

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金(注) 10,317千円  9,883千円 

繰延税金資産小計 10,317  9,883 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） 9,682  6,110 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 －  － 

評価性引当額小計  9,682  6,110 

繰延税金資産合計 634  3,773 

繰延税金負債 －  － 

繰延税金負債合計 －  － 

繰延税金資産純額 634  3,773 

 

（注）税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（2024年 12月 31日） 

 

1年 

以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 5年超  合計 

税務上の繰越欠損金 ※１ - - - - 2,114 8,203 10,317 

評価性引当額 - - - - △1,479 △8,203 △9,682 

繰延税金資産 - - - - 634 - 634 

※１．税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

※２．税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得が見込まれることから一部を回収可能と判断しております。 

 

当事業年度（2025年 12月 31日） 

 

1年 

以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 5年超  合計 

税務上の繰越欠損金 ※１ - - - 1,920 - 7,963 9,883 

評価性引当額 - - - - - △6,110 △6,110 

繰延税金資産 - - - 1,920 - 1,852 3,773 

※１．税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

※２．税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得が見込まれることから一部を回収可能と判断しております。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の 原因となった主要な項目別の内訳 

 

前事業年度 

（2024年 12月 31日） 

当事業年度 

（2025年 12月 31日） 

法定実効税率 33.6％ 33.6％ 

（調整）   

住民税均等割 0.6 46.7 

中小法人等の軽減税率 △3.6 - 
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評価性引当額の増加 △47.7 △837.9 

税務上の収益認識差額 13.4 - 

所得税額控除 0.0 0.6 

その他 1.4 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.2 △756.8 

 

      ３．決算日後の法人税等の税率変更に係る事項 

2025 年３月 31 日に、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 13 号）が公布され、2026 年４月１

日以降開始する連結会計年度より防衛特別法人税が創設されることとなりました。これに伴い、2027 年３月１日

から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負

債を計算する法定実効税率が 33.6%から 34.6%に変更されますが、当事業年度末における一時差異等を基礎とし

て再計算した場合の影響額は軽微であります。 

 

（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位:千円） 

 当事業年度 

(自 2024年 1月 1日 

至 2024年 12月 31日) 

当事業年度 

(自 2025年 1月 1日 

至 2025年 12月 31日) 

SaaSサービス 148,116 155,191 

ポータルサイト運営サービス 8,145 1,922 

受託開発サービス 16,525 19,390 

顧客との契約から生じる収益合計 172,787 176,504 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針」の「３．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

なお、代金は取引先との契約に基づき、SaaSサービスは概ね３ヵ月以内に回収しております。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額

及び時期に関する情報 

 

① 契約資産及び契約負債の残高等 

（単位:千円） 

 当事業年度 

(自 2024年 1月 1日 

至 2024年 12月 31日) 

当事業年度 

(自 2025年 1月 1日 

至 2025年 12月 31日) 

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 9,380 11,225 

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 11,225 15,646 

契約負債(期首残高) 27,063 34,934 

契約負債(期末残高) 34,934 30,625 

契約負債は、各サービスにかかる利用契約の支払条件に基づき顧客から受け取ったサービス利用料に

関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

前事業年度の期首現在の契約負債残高のうち、全額を前事業年度の収益として認識しております。 

当事業年度の期首現在の契約負債残高のうち、全額を当事業年度の収益として認識しております。 
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② 残存履行義務に配分した取引価格 

当初に予想される契約が 1年以内の契約のため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。  
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【セグメント情報】 

当社は、SaaS事業を主体に行っており、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

 

【関連情報】 

前事業年度（自 2024年 1月 1日 至 2024年 12月 31日） 

１． 製品及びサービスごとの情報 

（単位:千円） 

 SaaSサービス 
ポータルサイト運

営サービス 

受託開発 

サービス 
合計 

外部顧客への 

売上高 
148,116 8,145 16,525 172,787 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の 90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

売上高の 10％を超える相手先がないため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2025年 1月 1日 至 2025年 12月 31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位:千円） 

 SaaSサービス 
ポータルサイト運

営サービス 

受託開発 

サービス 
合計 

外部顧客への 

売上高 
155,191 1,922 19,390 176,504 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の 90％を超えるため、記載を省略しております。 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報 

売上高の 10％を超える相手先がないため、記載を省略しております。 

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 
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該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

【関連当事者情報】 

前事業年度（自 2024年 1月 1日 至 2024年 12月 31日） 

１．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金 

又は出資金 

(千円) 

事業の内容又

は職業 

議決権等の所有 

(被所有)割合(%) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

（千円） 

役員及び 

主要株主 
長田敏彦 - - 

当社 

代表取締役 
直接 20.0 - 

社屋用土地の 

購入(注) 
60,000 - - 

役員及び 

主要株主 
長田敏彦 - - 

当社 

代表取締役 
直接 20.0 - 

短期貸付金の 

回収 
6,765 - - 

（注）購入金額の算出にあたっては、近隣土地の実勢相場に基づく価格評価および固定資産課税評価額に基づく価格評価の二

つの手法を用いて検討を行いました。当該価格は、第三者間における通常の取引条件と比較しても妥当であり、客観的

かつ適正な範囲にあると判断しております。 

 

当事業年度（自 2025年 1月 1日 至 2025年 12月 31日） 

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 2024年 1月 1日 

 至 2024年 12月 31日） 

当事業年度 

（自 2025年 1月 1日 

 至 2025年 12月 31日） 

１株当たり純資産額 16.30円 

１株当たり当期純利益 235.09円 
 

１株当たり純資産額 257.18円  

１株当たり当期純利益 18.44円  
 

（注）１．2025年７月 15日開催の株主総会決議に基づき、2025年７月 16日付で普通株式１株につき 200株の株式分割を行い

ましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利

益を算定しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有していないため、記載してお

りません。 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度 

（自 2024年1月1日 

 至 2024年12月31日） 

当事業年度 

（自 2025年1月1日 

 至 2025年12月31日） 

当期純利益 20,766 3,346 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 20,766 3,346 

期中平均株式数(株) 88,333 181,500 
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希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新株予約権の株式

数 75株)｡詳細は「第５【発行者の状

況】１【株式等の状況】(２)【新株予

約権等の状況】」に記載のとおりであ

ります。 

新株予約権１種類（新株予約権の株式

数 75 株)｡詳細は「第５【発行者の状

況】１【株式等の状況】(２)【新株予

約権等の状況】」に記載のとおりであ

ります。 
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⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 該当事項はありません。 

 

【有形固定資産等明細表】 

資産の 

種類 

当期首残

高 

(千円) 

当期増加額 

(千円) 

当期減少額 

(千円) 

当期末残高 

(千円) 

当期末減価 

償却累計額 

又は償却累 

計額 

(千円) 

当期償却額 

(千円) 

差引当期末 

残高 

(千円) 

建物及び構築

物 
62,160 － － 62,160 36,029 3,238 26,130 

工具、器具及

び備品 
1,408 1,650 － 3,059 1,410 430 1,648 

土地 60,000 － － 60,000 － － 60,000 

有形固定資産

合計 
123,568 1,650 － 125,219 37,440 3,669 87,778 

その他 197 － － 197 － － 197 

無形固定資産

合計 
197 － － 197 － － 197 

（注）１．当期増加額の主な内容は以下のとおりであります。 

・工具、器具及び備品 : 会議用机椅子一式、パソコン、サーバー機器の購入 1,650千円 

 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】 

区分 当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定

の長期借入金 
26,536 25,092 1.365 － 

長期借入金 

(１年以内に返済予

定のものを除く) 

128,354 103,262 1.411 2027年～2030年 

合計 154,890 128,354 － － 

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 25,092 25,478 21,972 30,720 
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（２）【主な資産及び負債の内容】 

１ 流動資産 

① 現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金 － 

預金  

 当座預金 59,779  

 普通預金 54,476  

小計 114,255  

合計 114,255  

 

② 売掛金  

相手先 金額(千円) 

株式会社ペイジェント 6,331 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 4,470 

Apple inc 1,858 

その他 2,986 

合計 15,646 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況   
  

当期首残高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) × 100 

(A)＋(B)     
 

(A)＋(D) 

２ 

(B) 

365 
 

11,225 15,646 11,225 15,646 41.77 313 

 

③ 仕掛品 

区分 金額(千円) 

受託開発 93 

合計 93 

 

２ 負債 

① 買掛金 

相手先 金額(千円) 

WebPros Japan株式会社 92 

株式会社TOKAIコミュニケーションズ 70 
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株式会社イプリオ 39 

合計 201 

 

② 未払金 

相手先 金額(千円) 

日本年金機構 沼津年金事務所 1,781 

オリエント監査法人 1,650 

GMOデジロック株式会社 406 

Google Asia Pacific Pte. Ltd. 369 

株式会社kubell 267 

井上尚人司法書士事務所 221 

東京電力エナジーパートナー株式会社 207 

株式会社SBSプロモーション 165 

株式会社アイ・アールジャパン 110 

その他 994 

合計 6,174 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年１月１日から 12 月 31 日まで 

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内 

基準日 毎年 12月 31日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 
毎年 ６月 30日 

毎年 12月 31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え（注１） 

 取扱場所 

 

 

 株主名簿管理人 

 

 

 取次所 

 

 名義書換手数料 

 

 新券交付手数料 

 

 

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

 

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

 

－ 

 

無料 

 

該当事項はありません。 

単元未満株式の買取り 

 取扱場所 

 

 

 株主名簿管理人 

 

 

 取次所 

 

 買取手数料 

 

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

 

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 

株式会社アイ・アール ジャパン 

 

－ 

 

無料 

 

公告掲載方法 当会社の公告方法は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由

により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 

https://www.hands-inc.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

（注）１．当社株式は、TOKYO PRO Market への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第 128 条第１項に規定する振

替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。 

２．当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない。 

（１）会社法第 189条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第 166条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 

  



64 

 
 

第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

2026 年３月 27 日 

株式会社ネクストハンズ 

取 締 役 会  御中 

オ リ エ ン ト 監 査 法 人 

東 京 事 務 所 

指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士 神戸 宏明 

指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士 吉田 岳仙 

監査意見 

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程

の特例第128条第３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ネクストハンズの2025年１月１日から2025年12月31日までの第38期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フ

ロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、株式会社ネクストハンズの2025年12月31日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重

要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し

た場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。 



財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示

する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は

誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定

に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の

判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ

ているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻

害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽

減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

 

以 上 


	(株)ネクストハンズ_発行者情報_提出版v3.pdf
	HANDS 監査報告書_取締役会宛_NH2512.pdf

